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ニセコ町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例 

 

（趣旨） 

第１条 この条例は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法（令和３年法律第

１９号。以下「法」という。）第８条第１項に規定する過疎地域持続的発展市町村計

画であってニセコ町が定めるもの（以下「持続的発展計画」という。）に記載された

産業振興促進区域（同条第４項第１号に規定する産業振興促進区域をいう。次条にお

いて同じ。）内において、持続的発展計画において振興すべき業種として定められた

製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業（法第２３条に規定する農林水産物

等販売業をいう。次条において同じ。）又は旅館業（下宿営業を除く。次条において

同じ。）の用に供する設備の取得等（取得又は製作若しくは建設をいい、建物及びそ

の附属設備にあっては改修（増築、改築、修繕又は模様替をいう。）のための工事に

よる取得又は建設を含む。以下同じ。）をした者に係る固定資産税を課税免除するこ

とに関し必要な事項を定める。 

（課税免除の要件等） 

第２条  町長は、法第２条第２項の規定による公示の日（以下「公示日」という。）から

過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第２４条の地方税の課税免除又は不

均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令（令和３年総務省令第３１

号。）第１条第１号イに規定する期間までの間に、持続的発展計画に記載された産業

振興促進区域内において、持続的発展計画において振興すべき業種として定められた

租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第１２条第３項の表の第１号の中欄又は

第４５条第２項の表の第１号の中欄に掲げる事業の用に供する設備で同法第１２条第

３項の表の第１号の下欄又は第４５条第２項の表の第１号の下欄の規定の適用を受け

るものであって、取得価額の合計額が次の表に掲げる事業の区分及び資本金の額等に

応じて表に定める額以上のもの（以下「特別償却設備」という。）の取得等（租税特

別措置法施行令（昭和３２年政令第４３号）第２８条の９第１０項に規定する資本金

の額等が５，０００万円を超える法人が行うものにあっては、新設又は増設に限

る。）をした者について、当該特別償却設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋

の敷地である土地（公示日以後において取得等をしたものに限り、かつ、土地につい

ては、その取得の日の翌日から起算して１年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の

建設の着手があった場合における当該土地に限る。）に対して課する固定資産税の課

税を免除することができる。 

事業の区分 

資本金の額等 

５，０００万円以

下の法人、青色申

告を提出する個人 

５，０００万円超

１億円以下の法人 
１億円超の法人 

製造業、旅館業 ５００万円以上 
１，０００万円以

上 

２，０００万円

以上 

農林水産物等販売

業、情報サービス業

等 

５００万円以上 ５００万円以上 
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（課税免除の期間） 

第３条 前条の規定により課税を免除する期間は、特別償却設備を取得等をした日の属す

る年の翌年（取得等をした日が１月１日である場合においては、当該日の属する年）

の４月１日の属する年度以降３年度分とする。 

（申請等） 

第４条 第２条の規定により、課税免除を受けようとする者は、課税免除を受けようとす

る各年度の初日の属する年の３月１５日までに、規則で定めるところにより町長に申

請しなければならない。 

２ 町長は、前項の申請の審査のため必要があるときは、当該申請者に対し、書類の提出

又は報告を求めることができる。 

（課税免除の取消し等） 

第５条 町長は、課税免除を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該課税

免除の決定を取り消し、又は課税免除した固定資産税の全部若しくは一部の納付を命

ずることができる。 

（１） 第２条の規定による課税免除の要件等を欠くことが明らかになったとき 

（２） 当該事業を行う者がその事業を廃止したとき、又は６か月以上休止したとき 

（３） 偽りその他不正な行為により課税免除の適用を受けたものと認められるとき 

（委任） 

第６条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行し、令和３年４月１日から適用する。 

（経過措置） 

２ 令和３年３月３１日以前に過疎地域自立促進特別措置法の適用に伴う固定資産税の課

税の特例に関する条例（平成２３年ニセコ町条例第１５号。以下「旧条例」とい

う。）第１条に規定する設備を新設し、又は増設した者に係る固定資産税の課税免除

については、旧条例の失効後も、なおその効力を有する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


